
藤枝市集会所設置費補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 市長は、藤枝市内の地域住民の自治意識の向上及び生活文化の振興を推進する

ため、集会所を設置する町内会、自治会又はその他の地縁による団体に対し予算の範

囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、藤枝市補助金等交付

規則（平成 17 年藤枝市規則第２号）及びこの要綱に定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

 集会所 地域住民の親睦を深め、生活文化の向上と健康の増進を積極的に推進す

る集会施設をいう。 

 簡易老人憩いの家 高齢者が生きがいを高めるため、いつでも気軽に利用できる

施設をいう。 

 設置 集会所を新築、改築、購入、増築、修繕及び耐震補強をすることをいう。 

 新築 新たに建物を建築することをいう。 

 改築 既存の建物を取り壊し、新たな建物を建築することをいう。 

 購入 既存の建物及び簡易老人憩いの家の備品を新たに購入すること（購入後に

行う必要な改造を含む。）をいう。 

 増築 既存の建物の床面積を増加させて建築することをいう。 

 修繕 建物の維持管理上必要と認められる補修で、改築の程度に至らないものを

いう。 

  耐震補強計画 昭和５６年５月３１日以前に建築された集会所及び同日におい

て工事中であった集会所のうち、藤枝市既存建築物耐震性向上事業費補助金交付事

務処理要領（平成 11 年９月６日付け藤建第 209 号）第５条の規定により行われた

耐震診断の結果に基づき、木造の場合は耐震評点を１．０以上に、非木造の場合は

Is/ET≧１．０にするための、補強計画の作成をいう。  

⑽  耐震補強工事 耐震補強計画に基づき、木造の場合は耐震評点を１．０以上に、

非木造の場合は Is/ET≧１．０にするための、補強工事をいう。 

 （補助の対象及び補助額） 

第３条 補助の対象及び金額は、別表１及び別表２に定めるところによる。ただし、そ

の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。 

 （補助の特例） 

第４条 前条の規定にかかわらず、特別の事由により、市長が特に必要と認めた集会所 

 に対する補助については、別に定める。 

 （交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める日までに、次に掲げる書類を

添えて藤枝市集会所設置費補助金交付申請書（第１号様式）を提出しなければならな

い。 

  集会所事業計画書（第２号様式） 

  収支予算書（第３号様式） 

  位置図及び配置図 

  設計図（新築、改築の場合） 

  施工業者の見積書の写し又は売買契約書（案） 

  資金状況調べ（概算払の承認申請をする場合に限る。） 

   耐震補強計画の場合にあっては、耐震診断結果報告書及び耐震補強計画の作成を



行う者が静岡県耐震診断補強相談士認定制度要綱（平成 13 年 7 月 23 日付け住安第

196 号建築安全推進室長通知）に基づく静岡県耐震診断補強相談士又はこれと同等

の知識を有する者であることを証する書類 

 耐震補強工事の場合にあっては、耐震補強計画書及び耐震診断結果報告書 

 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 概算払の承認を得ようとする場合には、交付申請の際、併せて申請しなければなら

ない。 

 （交付の決定） 

第６条 市長は、補助金の交付申請があった場合は、当該申請書に係る事業（以下「補

助事業」という。）の内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、藤枝市集会所

設置費補助金交付決定通知書（第４号様式）により通知する。 

 （交付の条件） 

第７条 交付の決定に際しては、次に掲げる事項を条件とする。 

  補助事業の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ市長の承認を得なけれ

ばならないこと。ただし、集会所の新築、改築以外の事業で交付決定額の２０パー

セント以内の軽微な変更については、この限りでない。 

  補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合には、あらかじめ市長の承認を得

なければならないこと。 

 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった

場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。 

  補助事業（集会所の新築、改築に限る。）により取得し、又は効用の増加した財

産（１件当たりの取得価格が 50 万円未満の機械及び器具を除く。）については、減

価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定められて

いる耐用年数に相当する期間（同令に定めのない財産については、市長が別に定め

る期間）内において、市長の承認を受けないで、補助の目的に反して使用し、譲渡

し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。 

  市長の承認を受けて⑷の財産を処分することにより収入があった場合には、その

収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。 

  補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後にお

いても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らな

ければならないこと。 

 補助金に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及

び書類を補助金の交付を受けた年度終了後、５年間保管しなければならないこと。 

 （変更承認） 

第８条 補助事業者は、補助事業の変更承認を受けようとするときは、次に掲げる書類

を添えて事業計画変更承認申請書（第５号様式）を市長に提出しなければならない。 

  変更事業計画書（第６号様式） 

  変更収支予算書（第７号様式） 

  変更資金状況調べ（概算払の変更承認を得ようとする場合に限る。） 

  その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、補助事業の変更承認申請があった場合は、内容を審査し、変更の承認をす

るときは、事業計画変更承認書（第８号様式）により通知するものとする。 

 （実績報告） 

第９条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、事業の完了した日から起算し

て、２０日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の３月末日の



いずれか早い日までに実績報告書（第９号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に報

告しなければならない。 

 収支決算書（第１０号様式） 

 その他市長が必要と認める書類 

 （補助金額の確定） 

第１０条 市長は、前条の報告を受けた場合においては、その報告に係る補助事業の成

果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうか

を審査し、必要に応じ現地調査し、適合すると認めたときは、藤枝市集会所設置費補

助金交付確定通知書（第１１号様式）により通知するものとする。 

 （請求） 

第１１条 補助事業者は、前条の通知を受領した日から起算して１４日を経過した日ま

でに藤枝市集会所設置費補助金交付請求書（第１２号様式）を提出しなければならな

い。 

２ 市長が、概算払の承認をした場合には、概算払請求書（第１３号様式）により補助

金の交付を請求することができる。 

   附 則（平成１７年４月１日藤枝市告示第５２号） 

 この告示は、公示の日から施行し、平成１７年度分の補助金から適用する。 

   附 則（平成２３年３月３１日藤枝市告示第８６号） 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２４年３月３０日藤枝市告示第５１号） 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２６年３月３１日藤枝市告示第５９号） 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月３１日藤枝市告示第４０号） 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２９年１１月１日藤枝市告示第２５４号） 

 この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成３０年１月５日藤枝市告示第３号） 

 １ この告示は、公示の日からする。 

 ２ この告示の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成さ

れている用紙は、この告示による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、調

製して使用することができる。 

   附 則（平成３１年２月２０日藤枝市告示第３２号） 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則（令和３年 月  日藤枝市告示第  号） 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

別表１（第３条関係） 

 

補 助 の 対 象           

 

 

補   助   の   金   額 

 

 

集会所の新築、改築又は購入に

係る経費 

（別表２に掲げる経費を除

く。） 

 

対象経費の３分の１以内とし、８００万円又は設置者の構

成員の属する世帯数に 1 万円を乗じて得た額に６００万円

を加えて得た額のいずれか多い額とする。ただし、生涯学習

の推進を図るための機能又は健康づくりの推進を図るため



の機能（常設で３０㎡以上の部屋を有するものに限る。）を

有する場合は、当該限度額に２００万円を加えて得た額を、

新築に際し、当初予見できなかった敷地に生じた問題を解決

するために要する経費で、市長が特に必要と認める場合につ

いては、当該限度額に、敷地に生じた問題を解決するために

要する経費の３分の１以内の額又は４００万円のいずれか

少ない額を加えた額を限度とする。  

 

 

簡易老人憩いの家の新築、改築

又は購入に係る経費 

（別表２に掲げる経費を除

く。） 

 

設置者の構成員の属する世帯数に１千円を乗じて得た額に

２００万円を加えた額と、実際に要した額のいずれか少ない

額とする。ただし、新築に際し、当初予見できなかった敷地

に生じた問題を解決するために要する経費で、市長が特に必

要と認める場合については、当該限度額に、敷地に生じた問

題を解決するために要する経費の３分の１以内の額又は４

００万円のいずれか少ない額を加えた額を限度とする。 

 

 

集会所と簡易老人憩いの家の

併設した新築、改築又は購入に

係る経費 

（別表２に掲げる経費を除

く。） 

 

対象経費（簡易老人憩いの家に係る分を除く。）の３分の

１以内とし、８００万円又は設置者の構成員の属する世帯数

に 1 万円を乗じて得た額に６００万円を加えて得た額のい

ずれか多い額に、設置者の構成員の属する世帯数に１千円を

乗じて得た額に２００万円を加えた額と、実際に要した額の

いずれか少ない額を加えた額とする。ただし、生涯学習の推

進を図るための機能又は健康づくりの推進を図るための機

能（常設で３０㎡以上の部屋を有するものに限る。）を有す

る場合は、当該限度額に２００万円を加えて得た額を、新築

に際し、当初予見できなかった敷地に生じた問題を解決する

ために要する経費で、市長が特に必要と認める場合について

は、当該限度額に、敷地に生じた問題を解決するために要す

る経費の３分の１以内の額又は４００万円のいずれか少な

い額を加えた額を限度とする。  

 

 

集会所の増築又は修繕に係る

経費 

（別表２に掲げる経費を除

く。） 

 

対象経費の３分の１以内とし、当年度、前年度及び前々年度

に、この要綱により交付を受けた補助金と、当年度、前年度

及び前々年度に、藤枝市地域防災拠点施設整備事業補助金交

付要綱（平成 27 年藤枝市告示第 39 号）に基づいて、交付決

定を受けた額の合計額を１００万円から控除して得た額を

限度とする。ただし、簡易老人憩いの家の部分を併設してい

る場合にあって、その部分を併せて増築又は修繕したとき

は、当該限度額に１００万円を加えた額を限度とする。 

 

 

簡易老人憩いの家の増築又は

修繕に係る経費 

（別表２に掲げる経費を除

く。） 

 

対象経費の２分の１以内とする。ただし、当年度、前年度及

び前々年度の補助金の合計額が、１００万円を超えるとき

は、１００万円から前年度及び前々年度の補助金の合計額を

控除して得た額を限度とする。 

 



 

耐震補強計画 

 

耐震補強計画の作成に要する経費の３分の２以内とし、木

造集会所については２０万円、非木造集会所については１２

０万円を限度とする。 

 

耐震補強工事 

 

耐震補強工事に要する経費の３分の１以内とし、３００万

円を限度とする。 

 

 

簡易老人憩いの家の備品購入

に係る経費 

 

対象経費の２分の１以内とし、当年度及び前４か年度の補助

金の合計額は、５０万円を限度とする。 

 

 

別表２（第３条関係） 

 

補助対象外経費 

 

土地の購入及び借入れに要する経費 

造成、地盤改良及び外溝工事に要する経費（ただし、新築に際し、当初予見できなかった

敷地に生じた問題を解決するために要する経費で、市長が特に必要と認める場合については

除く。） 

植栽に要する経費 

解体撤去に要する経費 

工事及び購入の手続に要する経費及び事務に要する経費 

備品購入に要する経費（簡易老人憩いの家の備品は除く） 

設計費及び測量試験費 



第１号様式（第５条関係） 

 

  年  月  日 

 

  藤 枝 市 長   

              様 

 

                集 会 所 の 名 称 

                自治会・町内会名 

                代 表 者 の 住 所 

代 表 者 の 役 職 名 

                代 表 者 の 氏 名                

                       （電話番号   －       ） 

 

 

藤枝市集会所設置費補助金交付申請書 

 

 

     年度において、集会所を設置したいので藤枝市集会所設置費補助金を交付され

るよう関係書類を添えて申請します。 

 なお、交付決定のうえは、概算払されるようあわせて申請します。 

 

 

記 

 

 

 １ 補助金交付申請額                    円 

 

 ２ 概 算 払 の 承 認 

 

  （１）金  額                      円 

 

  （２）理  由 

 

  （３）時  期           年  月  日まで 

 

 ３ 添付書類 

（１） 集会所事業計画書（第２号様式） 

（２） 収支予算書（第３号様式） 

（３） 位置図及び配置図 

（４） 設計図（新築、改築の場合） 

（５） 施工業者の見積書 

（６） その他（写真など） 

 

 



第２号様式（第５条関係） 

 

集 会 所 事 業 計 画 書 

 

集 会 所 の 名 称  

代     表     者  

設   置   場   所 

（設 置 予 定 地） 

 

所在地番  藤枝市 

地  目        地積       ㎡ 

    住 所 藤枝市 

所有者 

    氏 名 

 

設   置   建   物 

（新築、改築又は購入の 

 場合は予定建物、増築 

 又は修繕の場合は従前 

 建物により記入する。） 

 

構  造 

 

床 面 積   １ 階           ㎡ 

       （集会所部分        ㎡） 

２ 階           ㎡ 

       （集会所部分        ㎡） 

          計            ㎡ 

       （集会所部分        ㎡） 

 

事  業  の  概  要 

（明細は別紙のこと） 

 

・事業の種別 

（新築、購入、増築、改築、修繕、耐震補強計画、耐震補強工事） 

・内容程度 

（増面積等） 

 

・工事（事業）請負業者 

・工  期        年  月  日から 

             年  月  日まで 

・工事（事業）費概算         円 

・収容人数              人 

・土地購入予定価格          円 

・その他参考事項 

 

  



第３号様式（第５条関係） 

収  支  予  算  書 

 

収入の部 

費   用 予  算  額 備     考 

藤枝市補助金            円  

   

   

   

   

   

   

   

計 
  

 

 

支出の部 

費   用 予  算  額 備     考 

            円  

   

   

   

   

   

   

   

計 
  

 

 

 



第４号様式（第６条関係） 

                               第     号 

                               年  月  日 

 

              様 

 

                      藤 枝 市 長    

 

 

藤枝市集会所設置費補助金交付決定通知書 

 

     年  月  日付け申請のあった藤枝市集会所設置費補助金の交付については、

適当と認め、次のとおり交付額を決定したので通知します。 

 なお、概算払いについても、あわせて承認します。 

 

記 

 

 １ 補助金の交付決定額                  円 

 

 ２ 交 付 の 条 件 

   藤枝市補助金等交付規則及び藤枝市集会所設置費補助金交付要綱を遵守すること。 

 

 ３ 概 算 払 い 承 認 

             （１） 金 額             円 

 

             （２） 時 期       年  月  日 頃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式（第８条関係） 

 

事業計画変更承認申請書 

 

                              年  月  日 

 

  藤枝市長      様 

 

集 会 所 の 名 称 

      自治会・町内会名 

代 表 者 の 住 所   

代 表 者 の 役 職 名 

代 表 者 の 氏 名             

                       （電話番号   －       ） 

 

 

 

    年  月  日付け  第  号により補助金の交付決定を受けた集会所設  

 置事業の計画を次のとおり変更したいので、承認されるよう関係書類を添えて申請し  

 ます。 

 

 

 １ 計画変更の理由 

 

 

 ２ 変更の内容 

 

 

 ３ 補助金額の変更 

   変 更 後           円 

   変 更 前           円 

      差 引 額           円 

 

 

 ４ 概算払の変更承認申請 

   時 期              

   金 額             円 

      理 由 

 

 

 

 

 

 

 



第６号様式（第８条関係） 

変 更 事 業 計 画 書 

 

集 会 所 の 名 称  

代     表     者  

設   置   場   所 

（設 置 予 定 地） 

 

所在地番  藤枝市 

地  目        地積       ㎡ 

    住 所 藤枝市 

所有者 

    氏 名 

 

設   置   建   物 

（新築、改築又は購入の 

 場合は予定建物、増築 

 又は修繕の場合は従前 

 建物により記入する。） 

 

構  造 

 

床 面 積   １ 階           ㎡ 

       （集会所部分        ㎡） 

２ 階           ㎡ 

       （集会所部分        ㎡） 

        計            ㎡ 

       （集会所部分        ㎡） 

 

事  業  の  概  要 

（明細は別紙のこと） 

 

・事業の種別 

（新築、購入、増築、改築、修繕、耐震補強計画、耐震補強工事） 

・内容程度 

（増面積等） 

 

・工事（事業）請負業者 

・工  期        年  月  日から 

             年  月  日まで 

・工事（事業）費概算         円 

・収容人数              人 

・土地購入予定価格          円 

・ その他参考事項 

 

  注：変更部分を朱書すること。 



第７号様式（第８条関係） 

変  更  収  支  予  算  書 

 

収入の部 

費   用 予  算  額（変更前） 予  算  額（変更後） 備   考 

藤枝市補助金            円           円  

    

    

    

    

    

    

    

計 
   

 

 

支出の部 

費   用 予  算  額（変更前） 予  算  額（変更後） 備   考 

            円           円  

    

    

    

    

    

    

    

計 
   

 

 

 



第８号様式（第８条関係） 

 

事業計画変更承認書 

 

                               第       号 

                             年  月  日 

 

            様 

 

                      藤枝市長                      

 

 

    年  月  日付け申請のあった  年度集会所設置事業の事業計画変更に 

 ついては、次のとおり承認したので通知します。 

 

 

 １ 承認の内容 

 

 

 ２ 補助金額の変更承認 

   変 更 後           円 

   変 更 前           円 

      差 引 額           円 

 

 

 ３ 概算払の変更承認 

   時 期              

   金 額             円 

      理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第９号様式（第９条関係） 

  実 績 報 告 書 

 

集 会 所 の 名 称  

設   置   場   所 

 

所在地番  藤枝市 

地  目        地積       ㎡ 

所有者 住 所 藤枝市 

    氏 名 

 

設   置   建   物 

 

構  造 

 

床 面 積   １ 階           ㎡ 

       （集会所部分        ㎡） 

２ 階           ㎡ 

       （集会所部分        ㎡） 

        計            ㎡ 

       （集会所部分        ㎡） 
 

事  業  の  概  要 

 

・事業の種別 

（新築、購入、増築、改築、修繕、耐震補強計画、耐震補強工事） 

・内容程度 

（増面積等） 

 

・工事（事業）請負業者 

・工  期        年  月  日から 

             年  月  日まで 

・完成日         年  月  日 

・工事（事業）費             円 

・土地購入価格              円 

・その他参考事項 

 

  上記のとおり報告します。 

                             年  月  日 

   藤 枝 市 長   様 

                  自治会・町内会名 

代 表 者 の 住 所 

                  代表者の役職名 

                  代 表 者 の 氏 名            

 



第１０号様式（第９条関係） 

収  支  決  算  書 

 

収入の部 

費   用 予  算  額 決  算  額 備    考 

藤枝市補助金         円         円  

    

    

    

    

    

    

    

計 
   

 

 

収出の部 

費   用 予  算  額 決  算  額 備    考 

         円         円  

    

    

    

    

    

    

    

計 
   

 

 

 



第１１号様式（第１０条関係） 

 

 

                                 第    号 

                               年  月  日 

 

            様 

 

                      藤枝市長                      

 

 

藤枝市集会所設置費補助金交付確定通知書 

 

    年  月  日付け  第  号により決定した  年度集会所設置費補 

 助金について、次のとおり確定します。 

 

 

 

 １ 補助金交付決定額             円 

 

 

 ２ 交付確定額                円 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１２号様式（第１１条関係） 

                               年  月  日 

 

   藤 枝 市 長       様 

 

集 会 所 の 名 称 

           自治会・町内会名 

代 表 者 の 住 所 

代 表 者 の 役 職 名 

代 表 者 の 氏 名             印 

 

藤枝市集会所設置費補助金交付請求書 

 

 

     年  月  日付け   第   号で補助金の交付の確定を受けた藤枝市集 

 会所設置費補助金を請求します。 

 

記 

 

 １ 補助金交付請求額                   円 

 

金融機関名・店名 

 

口 座 種 別  

口 座 番 号  

 

フ リ ガ ナ 

名      義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１３号様式（第１１条関係） 

 

概 算 払 請 求 書 

 

 

         金                 円 

 

 

  ただし、  年  月  日付け、  第   号により補助金交付の決定を受けた

藤枝市集会所設置費補助金として、上記のとおり請求いたします。 

 

                          年  月  日 

 

  藤 枝 市 長   様 

 

集 会 所 の 名 称 

      自治会・町内会名 

代 表 者 の 住 所 

代 表 者 の 役 職 名 

代 表 者 の 氏 名            印 

 

 １ 口座振込先金融機関名     

銀    行  

信用金庫                       支 店 

ＪＡ大井川 

 

 ２ 口  座  名  義 

 

 ３ 口 座 種 別 ・ 口 座 番 号     普通・当座   口座番号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


